
飾区随意契約業者登録要綱

平成 1 9 年 4 月 1 6 日

19 総契第 5 号区長決裁

（目的）

第１条 この要綱は、飾区が締結する地方自治法施行令（昭和 22 年 5 月 3 日政令第 16 号）第

167 条の 2 に規定する随意契約のうち、小額で内容が軽易な契約等を希望する者（以下「契約

希望者」という。）の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。

（登録ができる者）

第２条 契約希望者として登録することができる者は、飾区内に本店又は支店を置き営業する

者及び飾区長が必要と認める者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。

（１）地方自治法施行令第 167 条の４第１項に規定する者

（２）地方自治法施行令第 167 条の４第 2 項各号のいずれかに該当する者

（３）成年被後見人

（４）被保佐人

（５）東京電子自治体共同運営電子調達サービスにおける競争入札参加資格者名簿に登録のある

者

（６）希望する業種を履行するために必要な資格又は許可等を有していない者

（７）その他区長が契約希望者として登録することが適当でないと認める者

（登録の申請方法等）

第３条 契約希望者は、随意契約業者登録・支払金口座登録申請書（新規）を区長に提出しなけ

ればならない。

（財務会計システムへの登録）

第４条 区長は、前条の規定に基づく登録の申請があったときは、申請書の内容を審査し、適当

と認める場合は、財務会計システム（区が行う予算、会計、契約等の財務会計に関する事務を

電子計算機を利用して処理する情報処理システムをいう。次条において同じ。）に登録するもの

とする。

２ 前項の審査により、当該申請の内容が適当でないと認めるときは、区長は理由を付して当該申

請者に通知するものとする。

（変更の届出）

第５条 財務会計システムに登録された者（以下「登録者」という。）は、登録事項に変更があっ

たときは、随意契約業者登録・支払金口座登録申請書（変更）を区長に提出しなければならな

い。また、競争入札参加資格者名簿に登録したとき、営業を休止若しくは廃止したときは、速

やかに区長に申し出なければならない。

２ 区長は、前項の規定による申出を受けたときは、速やかに財務会計システムに入力した登録内

容の変更を行うものとする。

（登録の抹消）

第６条 登録者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、区長は直ちに登録を抹

消しなければならない。

（１）第２条各号に該当するとき。



（２）営業を休止若しくは廃止したとき。

（３）虚偽の申請を行ったことが判明したとき。

（４）契約の履行に関し、不正又は著しく不誠実な行為があったとき。

（５）登録者としてふさわしくない行為があったと認められるとき。

（委任）

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は総務部長が別に定める。

付 則

この要綱は、平成 19 年 4 月 16 日から施行する。

付 則（平成 21 年 7 月 31 日 21 総契第 234 号）

この要綱は、平成 21 年 8 月 1 日から施行する。



平成 年 月 日

葛飾区長 あて

役職名： 氏名：

標記の件について、下記のとおり申請いたします。

なお、このデータを葛飾区の財務会計システムで使用することを了承いたします。

※以前に受付番号をお持ちの方は、その番号（旧受付番号）も記載してください。

〒 －
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随意契約業者登録・支払金口座登録申請書
（ 新規 ・ 変更 ）
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（又は営業所長）
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取扱品目
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電話番号

フリガナ

商号・名称

代表者氏名
（又は営業所長氏名）

フリガナ

受付番号

※旧受付番号

ＦＡＸ番号

随意契約

工 事

物 品

物 品

金融機関コード

口座種別

信用組合・協同組合

契約管財課受付印 会計管理室受付印 契約書・請求書・見積書に押印する印鑑


